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｢市場単価の植生工で設定している使用植物に関する問題点と修正に関する意見書｣

の送付

資職におかれましては,ますます御健勝のこととお慶び申し上げます｡

さて,日本緑化工学会では,今般,r市場単価の植生工で設定している使用植物に対する

問題点と修正に関する意見書｣を取 りまとめました｡この意見番は,以下の 3項目から構

成されています｡

1. 緑化植物の取り扱いに関する近年の動向

2.市場単価で設定している使用植物の探題と修正案

3.現状に即 した抜本的な改定の提案

日本緑化工学会は,荒廃地や造成地での植生再生,都市緑化,生態系の保全 ･再生等lキ

係わる研究者,技術者からなる学術団体であり,中でも法面緑化を主要な研究課題 として

きました｡また.生物多様性保全における緑化の役割について,深い関心をもって研究を

進めてお ります｡

近年の活動の成果としては,2002年に ｢生物多様性保全のための緑化植物の取り扱い方

に関する提言｣を,さらに 2003年には ｢法面における自然回復緑化の基本的な考え方｣を

公表しました｡そして,その後の研究活肋やシンポジウムでの討輪を通 じて,市場単価の

植生工に設定している使用植物は生物多様性の保全上望ましいものではなく,今後の法面

における自然回復の障壁となる重大な問題であり,早急に修正が必要であるとの認織を持

つに至りました｡

つきましては,本意見書の趣旨をご理解いただき,市場単価調査機関に対 し,適切な修

正の指導をしてくださいますようお願いいたします｡
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市場単価の植生工で設定している使用植物に関する

問題点と修正に関する意見書

2012年 9月 10日

日本緑化工学会 斜面緑化研究部会

1.線化植物の取扱いに関する近年の動向

1.1.外来生物法と線化組物

(1) 特定外来生物

平成 17年 6月施工の外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関す

る法律(環境省))では,その使用を制限する指定生物を,｢特定外来生物｣｢未判定外来生物｣

および ｢種類名証明杏の添付が必要な生物｣に区分 している｡指定の定義と規制内容を表

1.1に整理 した｡

特定外来生物として植物 (維管束植物)は 12種が指定されている｡この 12種を表 1.2

に示す｡法面緑化に関係する植物としては,rオオキンケイギク｣が挙げられる｡いわゆるワ

イル ドフラワー緑化として利用されていたが.現在は,特定外来生物として規制対象であ

り,オオキンケイギクを用いた緑化工執 ま適法である｡

表 1.1 特定外来生物の指定

区分 定虫 規制内容

特定外来生物 ｢特定外来生物｣とは,海外起源の外来生物であ 特定外来生物に指定されたものについては以下の項 目について規制されます○｡飼育,栽培,保管及び運搬することが原則禁止されます○●輸入することが原則禁止されますo

つて,生態系,人の生命 .身体,鹿林水産業-被
音を及ぼすもの,又は及ぼすおそれがあるものの
中から指定されます○
特定外来生物は,生きているものに限られ,価
体だけではなく,卯,種子,器官なども含まれま
す○

未判定外来生 特定外来生物とは別に,盤使系,人の生命 .身
体,戯林水産業-被賓を及ぼす疑いがあるか,莱 ●野外-放つ,植える及び
憶がよく分かっていない梅外起源の外来生物は まくことが禁止されま

物 ｢未判定外来生物｣に指定され,輸入する場合は す○
邸前に主務大臣に対して届け出る必要がありま ●許可を受けて飼発等す

すo る者が,飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し,引渡しなど

種類名証明番 外国から生物を輸入する場合.税関でその生物

が特定外来生物又は未判定外来生物かどうかを をすることが禁止 され
チェックすることになるのですが,特定外来生物 ます○これには販売する
等と外見がよく似ていて,すぐに判別することが ことも含まれます○

の添付が必要 困難な生物がいます○ ●許可を受けて飼養等す
な生物 これらは ｢種類名証明番の添付が必要な生物｣ る場合,その個体等にマ

といい,外国の政府機関等が発行したその生物の イクロチップを埋め込
種類名が記載されている証明書を輸入の際に添 むなどの個体識別等の

出典 :環境省 http://www.env.gojp/nature/introlloutlinenaw.html を元に作表
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袈 12 特定外来生物に指JrLTされている植物
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(2) 蟹江.il外井:JJ=物

塑江;t;外来生物は,特定外来生絢のよ うに規制 を行わないが,その適gJな胎搬いについ

て埋脈 と協力をお願いするものである (窮境省).塑性芯外来生物の定超を･R I3に示す.

要往昔外来生物は.その特性から4つのカテゴリー (R 13参照)に区分 されている｡そ し

て,触物については,3つのカテ ゴリーに対 して リス トが公r川されている(出 目 )｡法面緑

化縫物にl火J併するカテゴリーは.r別途総合的な1帥 lみを迎める外来生物 (緑化植物)｣に

該 当し, I2イ1帥 :リス トア ップされている.

この-2i:一江 道外来生物 として リス トア ップ されている縦物には. TfI)A 小lLIJJで設起されてい

るは-川臓物が多く含まれてお り,詐 しくは按述する｡

裁 13 蟹江意外38三生物の内解

外光一生物法の規制対故となる特定外来生物や米

桝道外束と生物とは汎なり.外ff∈生物法にLSづく飼

兼等の税制が放されるものではありませんが,こ
rLらの外来生物が生態系に懲彩管を及ぼしうろこ

とから.利用にLuわる個人や7F粟才琴に対し.iG

切/J:取扱いについて理解と迫力をお庇いするt)の

です.
また,鼓苔に繰るfl'-竿的な知見や情報が不足し

ているものi)多く.執'Elrjr等のFu併せによるb]兄

等の加納や粒供を糊綿するi)のです.

(I) 披執 こ掠る一位の知見があり.引

き拭き指在の適否について検討

する外来生物

(2) 抜軌 こ係るh]兄が不足しており

引き抜きfp-ll鞭の仙榊に事きめる外
来生物

(3) i9定の対救とならないが注意喚
竜が逆襲な外来生物(他法令の鋭
利対数和)

(4) 別途総合的な取組みを進める外

来生物 (扱化従物)

出典 宛碇'G httpJIWw"envgoJp/ntlture/lJltrOJloullLne/C.luLl0nJLndcxhtml を元に作プE
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袈 ht 蟹江意外来生物の内のfdL物一覧
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12. 線化植物取り扱いに関する的査検討

(1) 緑化縦物の放扱い方針

外来生物牡の施行以弘 法而緑化工抑 こおける外来純化他物の収扱いに対する溺l査検討

が進められている.特に,平成 17-18年度にかけて,国土交池省,JSt林水産rr,林野庁,

環境省の 3省 l庁合同で,緑化植物の取扱いに舶する検討が行われた(以下.uEl省庁の調充

検討と記す)｡この四省庁の例非検討の結果として,純化依物の取扱いガ壷帖料が示された｡

その胎扱い方針を表 15に示す｡この胎扱い方針では.地域を,①奥山自然地域,②里地里

山等中rEu地域,③都市地域,伝)生物多様仕院W i班な地域の LIつに区分しそれぞれに対

して政扱い方壷順 )を示 している｡

なお.裁 15内には,市場畔価で設定しているは川畑物に側迦すると想われる項目に下線

を加えた｡例えば.rシナダレスズメガヤは今後他用を按えることが望ましい｣としており,

実際.現在ではほとんどの拙TH:全紙で販充を日射している.

市城叫価を記収する緑化植物についても.この他拙い力針にできる限り鞭拠 したものと

することが望ましい｡



表 1.5 調査対象種の取扱方針 (秦)

地域 取扱方針 (秦)

共 通 ｡田立対象種の使用に際しては,当践法面掛 ヒ地周辺の自然界境や.穂の特性,求められる法面緑化
の地位等を総合的に勘案し.適切に使用租を選定することが望ましい○｡多くの影響が指輪されているシナダレスズメガヤに関しては.今絶.使用を控えることが笥ましい【

また.^l)エンジユに関しては.周辺自然環境に配慮して.その使用を検肘することが望ましい.｡緑化材料としてイネ科組物を縫用する場合は.線化目的を達成し掛る範関内において.可能な限り.

狂女の低い椀 .晶相.純子による繁雄力の小さい穂 .品租を使用することが望ましいb｡施工等を行う際には.狂女の揃い軸.穂子による繁雄力の大きい粕の椿稚魚や.配合比串を′トさく

することにより.使用舟を抑えるなどの工夫が望まれるh#に.流水城周辺など調兼村政轍の娩出

のおそれの高い施工麻所等では.使用故等を胡】制することが!召ましいう'緑化現場では,多様な環境に対応させるために,多種を汲播する事例が見受けられるが.当抜緑化

地域の生物多様性を促全する上で.やみくもに槌数を多く播種することは控える.+別途総合的な検討を進める緑化植物を使用する場合には.当技法面緑化地周辺の自然環境や.使用

した調査対象種の特性.求められる法面緑化の機能等を総合的に勘案してモニタリング調査を実施

し.逸出が砲課された場合は適切な管理を行うことが望ましい,また,生物多様性保全上瓜窄な地

域に係るバッファー (紐漸締)やこれらを結ぶコリドー (回廊)についても適切に管理することが

望ましい○｡災沓時においては.緊急的な糖酸として調査対象租等をL起用する場合がある○その際には,使用等

において生物多様性保全に十分に配威した対策をとる.

(》奥山自然地域 ｡奥山自然地域内では,可能な限り.甜菜対象稀となる外来線化地物や (外国産)在来技化組物材料
の使用は接え.生物多様他 こ配慮した緑化工法の導入等により.在来線化植物材料をLt-用すること

垂三盟主山 上._●調査対象種を使用する場合は.周辺の生態系保全に配慮して.すみやかな植生の回復が図られるよ

う自然植生-の迎捗を時まえて取扱うことが望ましい.

唱)里地亀山 ｡里地里山等中間地城において.調査対改組を使用する切合は.下流域-の拡散防止,戯地,林業地,

等中間地 二次林,自然再生地等-の怪人防止に配慮して取扱うことが望ましい.

域 ●リンゴ栽培地周辺では.緑化目的を達成し得る払BFl内において.可能な限り.リンゴ快そ病の寄宿

源となるクロバナエンジユ及びハリエンジユの新たな使用を避けるなど槙煎な対応を図ることが

望ましい.

③都市地域 '調査対象梅を使用する場合は.都市見放の保全 .向上の奴点に加え.特に,人が頻矧 こ活動する場
所等では.花粉症アレルゲン物好を有する輔 (オオアワガエリ.オニウシノケグサ.カモガヤ.ホ

ソムギ.ネズミムギ.ナガハグサ.ヒロハウシノケグサ.ヤシヤブシ(※))の取扱にあたって.1fE

凧鍵盤昼を盟良ことが句ましい

④生物多様 ･調査対象種を使用する場合は.保全すべき希少種等の生育村境-の逸出に留意し,種子生産丘の多

性保全上鬼婆な地域 い租.肋物による披食 .付着散布の可能性の高い穂.栄薙繁雑力が強い穂などの使用を避けること
が望ましい○●緑化目的を達成し得る範関内において.可能な限り,調査対改構に含まれる (外国産)在来緑化柾

物材料の使用は避け.周辺の植生状況に応じて.国内産の在来緑化植物材料や地域性系統に配慮し

た緑化植物材料等の活用,森体裁土を用いる工法や自然放生の侵入を促進する工法等の生物多様性

に配慮した緑化工法を導入することが望ましい.･ハリエンジユについては.可能な限り,新たな使用は避けるなど供血な対応を回ることが望ましい○｡梅子生産丘の多い租,動物による被食 .付着散布の可能性の補いGB,栄養繁殖力が強い租などを使

用した場合は,法面緑化地外-の逸出状況等を砲醍するためのモニタリング調査を実施することが

望ましい○｡モニタリング調査により逸出が柾路された場合は.使用した穂の繋薙特性に応じて,保稚 .保全す

･※ヤシヤブシの同属のオオバヤシヤブシに関 しては,花粉症発症に係 る事例報告があるため,ヤシヤブシ

の取扱いには注意が必要であるO

出典:舜境省 自然保滋局,農林水産省農村振興局,林野庁.国土交通省都市 ･地域整備局,河川局,道路

局,港湾局(平成 19年 3月)平成 18年度生櫨系保全のための植生管理方熊及び評価指標検討調査報告乱p26.
一部加筆(下線を加えた)
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(2) 植物名の表記方法

例えば,表 1.5に記載されている植物名は和名で表記されている｡しかし,市場単価の使

用植物 リス トを含め法面緑化関連の図番では慣例として利用名(英名)で表記されることが

多い｡例えば,｢シナダレスズメガヤ｣は和名で,利用名は ｢ウィービングラブグラス｣で

ある｡植物名の表記が図番によって異なることは混乱の原因となる｡平成 21年に改訂され

た ｢道路土工 切土工 ･斜面安定工指針(社団法人日本道路協会)｣(以下,改訂版道路土工

指針と記す)では,利用名と和名の両方を併記しているO

市場単価においても,利用名と和名を併記することが望まれる｡

(3) 緑化植物の定義

(地域性緑化植物,在来緑化植物,(外国産)在来緑化植物,外来緑化植物)

従来,法面緑化で使用される植物は,外来種,柾来種,郷土種といった表現が使われる

ことが多かった｡ しかし,生物多様性保全を考慮する場合には使用植物の迫伝的な由来に

留意する必要があることから,四省庁の調査検討では新たな用語が提案されている｡緑化

植物の位置づけを表 1.6に示す｡新たな用語では,地域由来の植物を ｢地域性緑化植物｣,

国内由来の植物を r在来緑化植物｣としている｡なお,国外由来 (外国で生産 ･採取され

た植物)は ｢(外国産)在来緑化植物｣と表記している｡そして,改訂版道路土工指針では,

この表記に準拠している｡

市場単価においても,使用する植物材料の定義を上記に準拠されることが望ましい｡

表 1.6 緑化植物の位置づけ

t<JJ} 当該緑化植物の迫伝子型
地域由来 国内由来 阿外由来

当該種の 円内のみ又は円内 地域性線化櫨鞠 在来線化穐物 (外中産)在来線化

自然分布域 外にrl然分布 穐穐

*本調査対政和に含まれる外来線化植物には.芝草や牧lit苛に用いられている品柏が多く含まれている爪

出典:蔚境省自然保謹局,農林水産省農村振興局,林野庁,国土交通省都市･地域史備局,河川局,道路

局,港湾局(平成19年3月)平成18年度生態系保全のための植生管理方兼及び評価指標検討調査報告香.p9.
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2.市場単価で設定している使用植物の裸題と修正案

2.1.市場単価で改定している使用植物のリスト

現在.市場単価の法面エー植生工おける使用植物を表 2.1に示す(以下,使用植物リスト

と記す)｡使用植物リストでは,草本類の外来種として 13種,草本類の在来種(郷土種)とし

て4種,木本類の外来種として 1種,木本類の在来種(郷土種)として2種の合計20種が記

載されている｡

表2.1 市場単価に掲赦されている使用植物リス ト

丑 ■ 外来招 トールフJ.スク.クリーピングレッドフェスク.オーチャ- ドグラス.ケンタッキーブルーグラス.チモシー.J{ミユ-ダグラス.ウィービングラブグラス,J{ビアグラス.ホワイ トクt7

体槻チ *湖 ･-J{-,ベレニγルライグラス.イタリアンライグラス.ベントグラス.レ.Jドトップ

在来粗 くj写土細) ヨモギ, ススキ.イタドリ,ノドハギ

*本類 外来槻 イタチハギ

2.2.使用植物リストの課題と修正意見

前章の 『1.緑化植物の取扱いに関する近年の動向』を踏まえ,市場単価を設定している

使用植物リストについて謙題を検証する｡なお,使用植物リストに対する練題を表2.2に軽

理した｡この課題の内容と修正の考え方を以下に記す｡

(1) 使用植物リス トの疎題

1)ウィービングラブグラスについて

四省庁の調査検討における緑化植物の取扱い方針において,｢シナダレスズメガヤ(ウ

ィービングラブグラス)に関しては.今後,使用を控えることが望ましい｣としている

が,現行の使用植物リス トには ｢ウィービングラブグラス｣が掲磯されている｡現在,

多くの種苗会社では販売を自粛しており,使用することは実質的に困難である｡

したがって,rウィービングラブグラス｣は削除することが望ましい｡

2)ベントグラスについて

植物図鑑には ｢ベン トグラス｣という植物 (種)は記載されていない｡種苗会社に

問い合わせたところ,慣例として ｢クリーピングベントクラス,コロニアルベントグ

ラス｣が該当するとの返答であった｡植物名は正確に表記すべきである｡

したがって,現行の ｢ベントグラス｣は,｢クリーピングベントクラス,コロニアル

ベントグラス｣に修正することを提案する｡

3)ヤマハギについて

現行の使用植物リス トでは,ヤマハギを ｢ヤマハギ(皮取り),ヤマハギ(皮付き)｣と種

子の晶質について記戟している｡もし,種子の晶質を記すのであれば,ヤマハギだけ

ではなく他の植物も正確に表記すべきである｡
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すべての植物についての晶質の表記が困難であれば,ヤマハギについては ｢ヤマハ

ギ(皮付き,皮取りを含む)｣といった表現に修正することが望ましい｡

(2) 用語の裸題

四省庁の調査検討の新たな緑化植物の定義では,｢地域性緑化植物,在来緑化植物,(外

国産)在来緑化植物,外来緑化植物｣としている｡使用植物リス トでは,｢在来種(郷土種)｣

とあるが,これが新しい緑化植物の定義のどれに該当するか判断できない｡

したがって,最新の正確な用語を用いる必要があり,現場で実際に利用しているのは外

国産の在来種種子であることから,現行の ｢在来種(郷土種)｣を ｢外国産在来種｣に修正す

る必要がある｡

なお,現状の記載である ｢在来種 (郷土種)(⇒地域性緑化植物)とした場合には,一般市

場からこれらの種子を入手すること自体が困難であるため,市場単価の成立要件は満たさ

れない｡なお,仮に入手できたとしてもその単価は外国産在来緑化植物と比較して非常に

高価なることが予想される｡

(3) 利用名と和名

現行の使用植物リス トの外来種の植物名は.利用名が記されている｡利用名に加え,和

名を併記することが望まれる｡例えば,現行の rトールフェスク｣は,｢トールフェスク(オ

ニウシノケグサ)｣に修正する｡なお,使用植物リストの和名は,表 2.2に示したので参照

されたい｡

(4) 要注意外来生物

現行の使用植物リス トの外来種 14種(草本 13種,木本 1種)の内,7種が要注意外来生物

に該当するが,現行の表記ではどれが要注意外来生物であるか一目で判らない｡環境省が

示した要注意外来生物の設定の趣旨を踏まえると,まずは,要注意外来生物であることが

判るように明示する必要がある｡

したがって,使用植物リストの中で要注意外来生物であることが判るように記載を修正

すべきである｡例えば,｢トールフェスク(オニウシノケグサ)｣のようにコジック文字とするなど

の方法が考えられる｡
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滋 2.2 Tf了JBLJii仙 こ指破されているはm捌 勿リス トの訳出

和樹qi帆 こ伯叔されている放物の裁定と抗原 摘要

巾)BJil鰍 こおける区分 植物名 推也 学名※1

生け紘千 I.tJ軽油 外 名である flJもい.

カモガヤ

ナ一〝ハグサ

チモシー 要注意外来生物である.

-LT-買庶記されていない Sdrldー

物で&,}る｡ ホソムギ

注意外刃:.I的である1 ネズミムギ

ベ ン ト,/ラ Iクリ-ビングベントグラス IZ記,ス;:I:..l lコロニアルベントグラス

レッドトップ コヌカグサ

IE;1二様(郷土組) ヨモギ ･郷土憶という川J如く不適切.･在来槌 (射りニー'd)仙 rfJEから人 rlEB様であることから.lt際 .1抽入睦子を糾川 しており. r外国都托 ヰ:-恥 が適切である -

ススキ -

イタドリ -

メ ドハギ

木JI=lil 外)にー虫 fE祉意外来生的である. l41J川1Jである.

lt1:ーt(称上絶) ヤマ-ギ (皮lRり) 7'J:ぜヤマハギだりLIL取りの有無を蹴破するのか? -

-

※l ftlq,および学名は.fi']水畑 RL鼠 日本の州 †ヒ岨物(2003.T7'･凡吐)お よび佐竹jq付目まか鼠 日本の野生植物(1982.平凡iL)の RTLに準拠 した｡

※2 クリー ビン//レッ ドフェスクは 日本の如化捕物(平凡uJに記収がなく.3'n】rFの軸告.lFを参 火,.として-イ ウシノケJ/サ とした｡

※3 fI')水iLtぷ紬, 日本の仙化旭物(2003. ､IL八.iJjにはベ ン トグラスと言 う植物け無い｡ ク リー ビン//ベ ン トクラス.コロニアルベ ン トグラスと判EUTrした｡



2.3.使用植物リストの修正案のまとめ

課題を踏まえ,図2.1に使用植物リストの修正案を提案するOなお.具体的な修正箇所は

以下のとおりである｡

【修正箇所】

(1)植物材料区分の用語修正

現行 r在来種(郷土種)｣ - 修正 ｢外国産在来種｣

(2) ウィービングラブグラス削除

現行 ｢ウィービングラブグラス｣ - 修正 削除

(3)植物名の欄において,外来種には和名を併記し,要注意外来生物リス トに該当する

植物をゴシック文字で表記した｡

現行 ｢トールフェスク｣ - 修正 ｢トールフェスク(オニウシノケグサ)｣

すべての外来種は同様に修正

(4)現行記載の "ベントグラス''という植物 (種)は存在しないことから,ベントグラ

ス該当する `̀クリーピングベントグラスとコロニアルベントグラス"の2種を新た

に記徹した｡

現行 ｢ベントグラス｣ - 修正 ｢クリーピングベントグラスとコロニアルベン

トグラス｣

(5)ヤマハギの表記を修正した｡

現行 ｢ヤマハギ(皮取り),ヤマハギ(皮付き)｣ - 修正 ｢ヤマハギ(皮付き,皮

取りを含む)｣

(6)植物材料区分と要注意外来生物について欄外に解脱を加えた｡
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現行

圭 * 外来棚 トールツJ.スク.クリーピングレッドフェスク,オーチャ-ドグラス,ケンタッキーブルーグラス,チモシー.′{ミューダグラス.ウィービングラブグラス,J{ビアグラス.ホワイトクロ

陣組チ 本節 -′一 ,ベレニアルライグラス,イタリアンライグラス,ベントグラス.レッドトップ

在来拙 (妬土租) ヨモギ.ススキ.イタドリ.メドハギ

木本用 外米軸 イタチハギ在来棚 (揮土織) ヤマハギ (皮取り).ヤマハギ (皮付き).コマツナギ

修正案

主 木本串本区分 植物材料区分※1 放物名(和名) ゴシック文事は畢生篇外乗生物※2

珠本領 外来槌 トールフェスク (オニウシノケグサ).クリーピングレッドフェスク (ハイウシノ

ケグサ).オ.i ヤードグラス (カモガヤ).ケンタッキーブルーグラス (ナガ-

グサ).チモシー (オオアワガエリ).バミューダグラス (ギヨウギシバ).パヒ

体 アグラス (アメリカスズメノヒエ).ホワイ トクローバー (シロツメグサ).

穂 ベレニアルライグラス (ホソムギ),イタリアンライグラス (ネズミムギ).タリービ

千 ングベントグラス (ハイコヌカグサ).コロニアルベントグラス (イ トコヌカ
グサ),レッドトップ (コヌカグサ)

外国産在来種 ヨモギ.ススキ,イタドリ,メドハギ

木本類 外来租 イタチハギ (クロバナエンジユ)
外国産在来種 ヤマハギ (皮付.皮取り含む),コマツナギ

1 植物材料区分は.道路土工 切土工.斜面安定工指針平成 21年度版(社団法人日本道路協会)で用いている用語に

拠した○外来撒く外来緑化植物)紘.也域または生態系に,人為の結果として持ち込まれた自然分布範囲以外の植物.

国産在来種(外国産在来緑化植物)紘.回外で生産されている在来経で.国外に生育する樽には,国内に生育する種と

通のものが存在し.緑化に用いるために国外から持ち込まれたものが技当する.また,国内から国外に持ち出した在

種から有性生殖により生産した植物材料も蹟当する.なお,在来轍(在来線化植物)は自然分布範隊内の植物で,砲手

淀通丑は一般に限られ高価であり.市城叫価の緑化植物として取り扱わない.使用する場合は別途Rt.上とする｡

2 賓注意外来生物は,外来生物法の規制対改となる特定外来生物や未判定外来生物とは異なり,外来生物法に基づく

喪等の規制が離されるものではないが,これらの外来生物が生態系に藤影響を及ぼしうることから,利用に関わる個

や群業者等に対し.適切な取扱いについて理解と協力をお願いするものとして.環境省が公桝している.詳細は窮境

図 2.1 市場単価に掲戟されている使用植物 リス トの修正案
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3.現状に即した抜本的な改定の提嘉

改訂版道路土工指針では,緑化植物の種類が大幅に改訂されている｡改訂版道路土工指

針に掲載されている草本類および低木類の植物リス トと市場単価の使用植物リス トの関係

を表3.1に整理した｡外来草本類は,改訂版道路土工指針では8種,市場単価では 13種と

市場単価のほうが5種多い｡在来草本類は,改訂版道路土工指針では6種,市場単価では4

種,また在来木本類低木林対応は.改訂版道路土工指針では 9種,市場単価では 2種で,

いずれも改訂版道路土工指針のほうが多い｡改訂版道路土工指針の植物リス トは,外来生

物法など近年の生物多様性保全を考慮し,できる限り在来種利用を推進する方向性がよく

理解できる｡一方,市場単価の使用植物リストは,旧版依然の外来草本横主体である｡

改訂版道路土工指針の使用植物リス トには,市場から種子の入手が困難で,注文採取を

要する高価な種子も含まれている｡したがって,改訂版道路土工指針の植物リス トをその

まま,市場単価の使用植物リス トとすることは困難であるO今後は,1.で記した緑化植物

の取扱いに関する近年の動向,および生物多様性に配慮して法面緑化が多様化している実

状等を踏まえ,市場単価における緑化植物の取扱いについて見直しが必要である｡市場単

価の成立には,民間と民間との間で取引実例があり,かつ良好な取引が行われていること

が要件とされているが,実際は.市場単価に掲磯されている植物だから市場性が生まれ利

用されている状況が成立しているのが実状である｡現行の市場単価の使用植物リス トの記

載のままでは,市場単価による法面緑化は,外来種の導入を推進していると指摘されても

反論はできない｡

したがって,現状に鑑みると法面緑化は,外来種や外国産在来種による急速緑化 (市場

単価の対象)と,国内産在来種による自然回復緑化に区分することが妥当である｡両者の

違いを明確にするためには,国内産在来種を使用する場合は,市場単価方式の条件を満足

しないことから対象外となり,別途積上げ積算を要することを明記するなどの対応が必要

である｡

本意見番で示した修正案は,現行の表現の矛盾を指摘したに過ぎない｡今後,現状に即

した抜本的な改定がなされることを願う｡その際には,当学会研究部会は,協力を惜しま

ないことを申し添える｡
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表 3.1 改訂版道路土工指針に掲載されている草本 ･低木類と市場単価植物リス トとの関係

区分 植物名(利用名) 道路土工指針任地1.6月改訂版) 市場単価使用植物 リス ト 摘要

外来草本類 イタリアンライグラス ● 道路土工指針では,市場単価掲故のウィービングラブグラスをはじめ,草丈の大きなもの主体に5種が掲載されていない○

ウィービングラブグラス ●
オーチャー ドグラス ● ●
クリーピングレッドフェスク ● ●
ケンタッキーブルーグラス ● ●
チモシー ●
トールフェスク ● ●
バヒアグラス ● ●
バミューダグラス ● ●
べレニアルライグラス ● ●
ベントグラス ●
ホワイ トクローバー ● ●
レッドトップ ●
小計 8 13

在来革本類 ススキ ● ● 道路土工指針ではヤハズソウ.ノシ′くが掲聴されているが,市場単価には無い○

イタドリ ● ●
メドハギ ● ●
ヤハズソウ ●
ヨモギ ● ●
ノシノミ ●
小計 6 4

在来木本類低木林型対応 ヤマハギ ● ● 低木林は,市城単価では2種しかないが,道路土工指針では9穂ある○

ノイバラ ●
イボタノキ ●
タニウツギ ●
アキグミ ●
コマツナギ ● ●
フジウツギ ●
シャリンパイ ●
ネズミモチ ●
小計 9 2

合計 23 19

在来木本類 シラカンパ.ケヤマ-ンノキ,ヌルデ,コナラ,エノキ,イタヤカエデ,ヤプツハギ,ヤマザ ● 高木の記磯
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